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　ずっと続けられる介護予防を目指して、一緒に運動できる仲間を
つくりませんか。無理なく続けられる運動や続けるための方法など
を知り、学生時代の部活動のように、仲間と一緒に楽しく自主的に
活動することを目指します。
　まずは、体験・説明会にご参加ください。体験・説明会後、会場
で参加申し込みを受け付けます。

※感染症拡大状況により、変更する場合があります

■問介護保険課介護予防係（☎5722－9608、■Ｆ5722－9716）

内容
◦�めぐろ手ぬぐい体操などシニア世代に効果的な運動方法
◦�介護予防・フレイル（虚弱）を予防するための知識
◦�グループで自主的に活動するための方法
対象　�区内在住の60歳以上で、医師から運動を止められていないか

た（要介護 1～ 5認定のかたを除く）

コース日時（全16回） 会場・定員 体験・説明会日時

6 ／ 9 ～ 9 ／29
（ 8 ／11を除く）の
毎週水曜日
9：30～11：30

自由が丘住区センター
（自由が丘 1－24－12）・
15人（先着）

●❶ 5／26（水）
　 9 ：30～11：30

6 ／15～ 9 ／28の
毎週火曜日
14：00～16：00

総合庁舎本館地下 1階
第17会議室ほか・10人
（先着）

●❷ 6／ 1（火）
　14：00～16：00

　電話で、希望日時の申込先へ。

●❶�スポーツクラブルネサンス三軒
茶屋24
　☎070－4238－8125
　（月～金曜日10：00～17：00）
●❷セントラルスポーツ株式会社
　☎5543－1888
　（月～金曜日10：00～18：00）

体験・説明会の
申し込み方法

区政情報公表状況 1～ 3月
問�行政情報マネジメント課（☎5722－9622、 Ｆ5722－8674）

　主な公表情報です。詳細は、総合庁舎本館 1階区政情
報コーナーまたはホームページ（右コード）などでご覧
になれます。

● 3年度当初予算編成過程の公表（予算決定時）
● 2年度食品衛生歳末対策事業の実施結果
●財務書類（元年度決算）
●中小企業の景況（ 2年度第 3・四半期）
● 2年度第21～30回政策決定会議会議録
● 2年度第 4回情報公開・個人情報保護審議会会議録
● 2年度版環境調査報告書
● 2年度防災会議会議録
● 3年度食品衛生監視指導計画　ほか

仲間と一緒に
わいわい楽しく
介護予防

対象 自己負担額 提出書類

手すり、スロープ、歩行器、歩行補
助つえ
〈原則、要介護 2～ 5のかた対象〉
車椅子・特殊寝台（付属品を含む）、
床ずれ防止用具、体位変換器、認知
症老人はいかい感知機器、移動用リ
フト（つり具を除く）、自動排せつ
処理装置（要介護 4・ 5のみ）

レンタル費
の 1～ 3割
（介護保険
負担割合）

なし（要支援
1・ 2、要介
護 1は貸与確
認依頼兼確認
書が必要な場
合あり）

　利用者とケアマネジャーで決めるケアプランに基づき貸与します。
◦福祉用具貸与

■問介護保険課介護保険給付係
（☎5722－9847、■Ｆ5722－9716）

介護に必要な
住宅改修や福祉用具の
費用を補助します 対象 自己負担額 提出書類

腰掛け便座、自動排せつ処理装置の
交換可能部品、入浴補助用具、簡易
浴槽、移動用リフトのつり具部分
※�原則、同じ用途・性能の用具の複
数購入や、同一種類品の再購入は
対象外
※�都道府県が指定した福祉用具販売
事業者から購入

費用や介護
保険負担割
合により異
なる

福祉用具購入
費支給申請書
類（購入後）

　日常生活の自立を助けるための福祉用具の購入費の一部を支給しま
す。（上限あり）

◦福祉用具購入

　自宅で生活が続けられるよう、住宅改修費の一部を支給します。
（事前申請が必要。上限あり）

◦住宅改修

対象 自己負担額 提出書類

手すりの取り付け、段差の解消、床
材変更（滑り防止など）、扉の取り
替え、洋式便器等への取り替えほか
※老朽化対策工事は対象外

費用や介護
保険負担割
合により異
なる

事前申請書類
（着工前）、
完了報告書類
（工事・支払
い完了後）

●❶車道が原則、歩道は例外
●❷左側を通行
●❸�歩道は歩行者優先で車道寄りを
徐行
●❹安全ルールを守る
　 • �飲酒運転、 2 人乗り、並進
（複数で並んで走る）は禁止

　 •夜間はライトを点灯
　 •信号を守る
　 • �交差点での一時停止と安全

確認
●❺ヘルメットを着用

　スピードの出し過ぎや運転中のスマートフォン
の操作、ヘッドホンなどで音楽を聴きながらの運
転は危険です。絶対にやめましょう。

5つのルール

自転車は車の仲間。
交通ルールを知り、守り、安全に利用しましょう

5 月は自転車月間です

問�土木管理課交通安全係（☎5722－9442、Ｆ5722－9636）

自転車ナビマークに
沿って走りましょう
　自転車ナビマーク
（右図）は、自転車
が通行する位置と進行方向
を路面に明示するもので
す。祐天寺駅・西小山駅周
辺に新たに設置しました。

問�みどり土木政策課施設計
画係（☎5722－9745、Ｆ
3792－2112）

　介護が必要なかたが自宅で自立した生活を営むための環境づくりや
介護者の負担を軽減するために、必要な住宅改修費や福祉用具購入費
の一部を支給します。介護保険の要支援・要介護に認定されたかたが
対象です。福祉用具の貸与サービスもあります。希望するかたは、ケ
アマネジャーや地域包括支援センターへ相談してください。
　詳細はホームページ（右コード）をご覧いただくか、介
護保険課介護保険給付係へお問い合わせください。

元気あっぷシニアの部活が
始まります！

介護予防活動支援


